
脱原発 金曜ウォーク＠宇部 2012.08.12 から  第 53９ 回 

11 月 24 日、上関原発を建てさせない県民連絡会も、山口県に対

して申入れを行いました。   （裏面に参加者の報告） 
                                                                           

           

          画像は、KRYの放送から 

https://kry.co.jp/news/news10292xt2jvxua5cgzks.html  

           

  ＜原発ゼロへ！私の一言＞ 

「私は、村岡県知事と同じ宇部市西岐波の床並の出身で、海で遊び育てられてきました。村岡知事も海の大切さは知

っていると思います。原発によって瀬戸内海、幾百万の人々が苦しむことがあってはなりません。１日も早く上関原発計

画を止めるように伝えてください。」 （宇部市・浜野勝さん 申入れ書を手渡すときに） 

「法律に則って許可したというが、そのことで漁民が苦しむことになっても、山口県は知らぬことと言うのですか。 

しかも、その法律に従っていないことは、祝島の漁民には補償が何ひとつ行われていないことでわかる。地域を壊す 

原発はいらない。温かい政治にしてほしいです」 （周南市・三浦翠さん、申し入れの場で） 
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原発ゼロへ！金曜ウォーク＠宇部へご参加ください。 

  毎週金曜日 午後 6 時 集合場所：新川橋（ヒストリア宇部 横） 

    原発をめぐる動き、全国の運動など情報交換とアピールの場です 

 

 

https://blog.goo.ne.jp/nonukes2013


埋立許可の延長に法的根拠なし~山口県への申入れ報告 

                      

 鍬野 保雄 （上関原発を建てさせない下関連絡会） 

 

11 月 24 日、上関原発計画の公有水面埋立免許延

長申請の不許可を求める抗議申入れに参加した。 

県の回答のなかで、「法に則り許可した」と言う

点に参加者の質問と意見が集中した。私たちは、以

下を訴えた。  

 

公有水面埋立法第 4 条 3 項 では「漁業権を有する

者が同意したる時」となっており、祝島漁民の漁業

権の同意は得られておらず本来許可は出すことは出

来ない。 

同法第 8 条 では「同権利を持つ者に補償もなく工

事は出来ない。」となっており、明らかに同法違反

である。 

県は県漁協の同意を得たというが、漁業権は現に

漁をやっている祝島漁民の権利であり、県漁協に漁

業権はない。 

しかし、県は県漁協の同意と補償手続きが済んで

いることで合法と考えている、と回答するのみであ

った。 

 

そもそも漁業権は漁民の財産権であり、それを否

定する県は祝島漁民の漁業権を無視、否定している

ことになる。たとえば地域の開発工事が行われると

して、同開発地域の他の土地所有者が同意し、補償

金を得たとしても、同地域の中で、ある土地所有者

が土地を売らないと、その土地所有者の同意と補償

金受取りが得られない限り、同開発工事は出来ない。

土地所有権も漁業権も財産権であり、憲法 29 条 に

保障される権利として侵すことはできない。そもそ

もその開発計画には許可を出せないことになる。 

 

ところが県は祝島島民が海を売らずに 40 年以上

抵抗を続けていることを知りながら埋立免許を出し、

正当な理由なく延長許可も与えてきた。これは祝島

漁民の権利を無視するものであり、埋立免許の延長

はこのように法の支配に背いている。 

本来、地方自治法第 1 条の 2 に地方自治の本旨と

して「住民福祉の増進」が規定されており、3.11 福

島事故を経験した私たち日本列島に住む者は原発の

脅威を経験し、今もなお原子力緊急事態宣言が続く

なか（いつまで続くかも不明のまま）、私たちの税

金や電気料金で果てしない廃炉作業や除染作業等が

続き、そして不十分極まりない補償等が行われてい

る。 

住み家を奪われ避難している人々、別離していく

家族、まともな補償ないまま故郷を失った人々、残

った人々も放射線の脅威の中で生きている。大地、

森、川や海の恵み。どれだけの損害を原発事故は与

え続けているのか。それはまさに「住民の福祉の増

進」の真逆の状況であり、美しい海を埋め殺し、膨

大な温排水出し続け生態系を破壊し、起きる可能性

のある原発事故を引き起こす原発建設をなぜ容認す

るのか。 

埋立予定地はきわめて豊かな生態系をもつ奇

跡の海であり、絶対に上関原発を認めてはならない

と建設予定地の神社地を売らないと主張して職を追

われ、裁判闘争の中で亡くなった神主さんもおられ

た。住民を金の爆弾で分断してしまった原発計画、

建設後は放射線被曝の危険を引き受け、命の海の破

壊をもはや止めることはできなくなる。 

あらためて山口県の無責任さを知ることになった。

こんなことを許していたら福島原発事故を繰り返す

ことになる。「法に則って」がいかにごまかしであ

るか。埋立免許延長に正当な理由はない。 

 

（一部、省略させていただきましたー編集部） 

 

 


